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Vol.74 SUMMER

平成27年4月1日現在

区　　  分 組合員数（人）

豊 橋 市

田

1,941.4

826.5

184.9

438.8

443.0

219.9

255.8

59.0

273.9

82.9

4,726.1

3,879.4

1,767.4

838.7

2,648.9

120.9

269.9

413.9

34.2

132.2

475.8

10,581.3

5,820.8

2,593.9

1,023.6

3,087.7

563.9

489.8

669.7

93.2

406.1

558.7

15,307.4

7,972

2,946

1,103

3,572

1,625

962

1,866

394

953

1,517

22,910

受　益　面　積（ha）

田 原 市
（旧田原町）

田 原 市
（旧赤羽根町）

田 原 市
（旧渥美町）

豊 川 市
（旧一宮町）

豊 川 市
（旧豊川市）

豊 川 市
（旧御津町）

蒲 郡 市

合 　 計

新 城 市

畑 計

豊 川 市
（旧小坂井町）

◎法務局や、農業委員会の手続きだけでは
　当土地改良区の名義は変更されません。
下記のような場合は、組合員資格得喪通知書の提出が必要です。
・亡くなられた場合。
・農地を売買、または交換した場合。
・経営移譲した場合。
・住所や氏名を変更した場合。

◎組合員資格得喪通知書の様式を変更しました。
・用紙については、当土地改良区の財務課、豊橋、田原、豊川管理事務所、関係土地改良区にあります。
・また、当土地改良区のホームページにも掲載してあり、ダウンロードも可能です。ご活用ください。
※ホームページアドレス：toyosou.jp

・また、公共用地（道路、河川等）で、売買された場合にも、当土地改良区への申請と、決済金の納付が必要です。
◎農地転用・地区除外をする場合は、当土地改良区への申請と、決済金の納付が必要です。

（0532）54-8278
財務課・豊橋管理事務所

（0531）22-1702
田原管理事務所

（0533）93-3525
豊川管理事務所

■ 受益面積及び組合員数

組合員のみなさまへ!

受
付

お問い合わせ先
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